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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安全性を向上する。
【解決手段】寝台３を有するベッド１であって、寝台３
は、水平状態と該水平状態から宮板１３よりも高い位置
に起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を、駆動手段２
１により、上昇又は下降移動するリクライニング用の傾
動部３Ａ１を宮板１３側に具える。駆動手段２１は、傾
動部３Ａ１の下面に固着されたアーム部２２と、一端が
該アーム部２２にかつ他端がベッド枠２にそれぞれ連結
された伸縮式のアクチュエータ２６とを含む。アーム部
２２とアクチュエータ２６とは、下降移動時に該下降移
動を妨げる抵抗力により、傾動部３Ａ１の下降移動を止
める向きに連結位置をスライドさせるスライド継手３１
を介して連結される。また、スライド継手３１は、傾動
部３Ａ１を、宮板１３の上縁よりも高い位置まで手動上
昇させるスライドストロークを有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　一端側に垂直にのびる宮板が固着されたベッド枠と、該ベッド枠に載置された寝台とを
有し、
　前記寝台は、水平状態と該水平状態から前記宮板よりも高い位置に起き上げて傾斜させ
た傾斜状態との間を駆動手段により上昇又は下降移動するリクライニング用の傾動部を前
記宮板側に含み、
　前記駆動手段は、前記傾動部の下面に固着されたアーム部と、一端が該アーム部にかつ
他端が前記ベッド枠にそれぞれ連結された伸縮式のアクチュエータとからなり、しかも
　前記アーム部と前記アクチュエータとは、前記下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力
により、前記傾動部の下降移動を止める向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を
介して連結されるとともに、
　該スライド継手は、前記傾動部を、前記宮板の上縁よりも高い位置まで手動上昇させる
スライドストロークを有することを特徴とするベッド。
【請求項２】
　前記スライド継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜
角度の少なくとも半分の角度まで手動上昇させるスライドストロークを有する請求項１記
載のベッド。
【請求項３】
　前記アクチュエータは、前記ベッド枠に水平軸周りに回動自在に連結された本体部と、
前記本体部から伸縮自在なロッド部と、前記本体部から前記ロッド部を伸縮させる電動機
とを含み、
　前記スライド継手は、前記ロッド部に設けられた長孔と、前記アーム部に固着されると
ともに前記長孔にスライド可能に挿入されたピンとを含んで構成される請求項１又は２記
載のベッド。
【請求項４】
　前記アクチュエータは、前記ベッド枠に水平軸周りに回動自在に連結された本体部と、
前記本体部から伸縮自在なロッド部と、前記本体部から前記ロッド部を伸縮させる電動機
とを含み、
　前記スライド継手は、前記アーム部に設けられた長孔と、前記ロッド部に固着されると
ともに前記長孔にスライド可能に挿入されたピンとを含んで構成される請求項１又は２記
載のベッド。
【請求項５】
　前記ベッド枠は、倒立Ｖ字状に折曲げ可能な一対のベッド枠半体からなる請求項１乃至
４の何れかに記載のベッド。
【請求項６】
　前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態での傾斜角度が６０～８０度であり
、前記宮板は、前記ベッド枠からの高さが２５０～４５０mmである請求項１乃至５のいず
れかに記載のベッド。
【請求項７】
　ベッド枠と、その上に載置された寝台とを有し、
　前記寝台は、水平状態と該水平状態から起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を駆動手
段により上昇又は下降移動するリクライニング用の傾動部を含み、
　前記駆動手段は、前記傾動部の下面に固着されたアーム部と、一端が該アーム部にかつ
他端が前記ベッド枠にそれぞれ連結された伸縮式のアクチュエータとからなり、しかも
　前記アーム部と前記アクチュエータとは、前記下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力
により、前記傾動部の下降移動を止める向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を
介して連結されるとともに、
　該スライド継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜角
度の少なくとも半分の角度まで手動上昇させるスライドストロークを有することを特徴と
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するベッド。
【請求項８】
　前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態の８０％以上まで手動上昇可能であ
る請求項７記載のベッド。
【請求項９】

　前記アクチュエータは、前記ベッド枠に枢着された水平軸周りに回動自在に連結された
本体部と、前記本体部から伸縮自在なロッド部と、前記本体部から前記ロッド部を伸縮さ
せる電動機とを含み、
　前記スライド継手は、前記ロッド部に設けられた長孔と、前記アーム部に固着されると
ともに前記長孔にスライド可能に挿入されたピンとを含んで構成される請求項７又は８記
載のベッド。
【請求項１０】
　前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態での傾斜角度が６０～８０度である
請求項７に記載のベッド。
【請求項１１】

　ベッド枠と、その上に載置された寝台とを有し、
　前記寝台は、水平状態と該水平状態から起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を駆動手
段により上昇又は下降移動するリクライニング用の傾動部を含み、
　前記駆動手段は、前記傾動部の下面に固着されたアーム部と、一端が該アーム部にかつ
他端が前記ベッド枠にそれぞれ連結された伸縮式のアクチュエータとからなり、しかも
　前記ベッド枠と前記アクチュエータとは、前記下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力
により、前記傾動部の下降移動を止める向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を
介して連結されるとともに、
　該スライド継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜角
度の少なくとも半分の角度まで手動上昇させるスライドストロークを有することを特徴と
するベッド。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、安全性を向上し得るベッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１４（ａ）に示されるように、使用者が横たわる寝台部ｂの一部に傾動部ｂ１を設け
、該傾動部ｂ１を傾けて上昇移動させたリクライニング状態とし、使い勝手を高めたベッ
ドａが提案されている（例えば、下記特許文献１参照）。このようなベッドａは、より使
い勝手を向上させるため、傾動部ｂ１が電動式等のアクチュエータｃによって、上昇又は
下降移動される。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２４１７９２号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、図１４（ｂ）及び（ｃ）に示されるように、例えば、傾動部ｂ１がアクチュ
エータｃによって下降移動される際、その下降移動を妨げる障害物ｏがベッド上に存在す
る場合がある。このような場合、アクチュエータｃが駆動させ続けると、障害物ｏは、傾
動部ｂ１と宮板ｄとの間でかつ大きな力によって挟まれ、障害物ｏやベッドａが損傷する
おそれがある。特に傾動部ｂ１と宮板ｄとの間に乳幼児の頸部等が挟まれると大事故に至
るおそれがある。従って、この種のベッドについては、さらなる安全性の向上が望まれる
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。
【０００５】
　本考案は、以上のような実状に鑑み案出されたもので、傾動部の下面に固着されたアー
ム部とアクチュエータとを、下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力により傾動部の下降
移動を止める向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を介して連結するとともに、
該スライド継手に、傾動部を一定の高さ位置まで手動上昇させるスライドストロークを持
たせることを基本として、安全性を向上し得るベッドを提供することを主たる目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案のうち請求項１記載の考案は、一端側に垂直にのびる宮板が固着されたベッド枠
と、該ベッド枠に載置された寝台とを有し、前記寝台は、水平状態と該水平状態から前記
宮板よりも高い位置に起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を駆動手段により上昇又は下
降移動するリクライニング用の傾動部を前記宮板側に含み、前記駆動手段は、前記傾動部
の下面に固着されたアーム部と、一端が該アーム部にかつ他端が前記ベッド枠にそれぞれ
連結された伸縮式のアクチュエータとからなり、しかも前記アーム部と前記アクチュエー
タとは、前記下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力により、前記傾動部の下降移動を止
める向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を介して連結されるとともに、該スラ
イド継手は、前記傾動部を、前記宮板の上縁よりも高い位置まで手動上昇させるスライド
ストロークを有することを特徴とするベッドである。
【０００７】
　また請求項２記載の考案は、前記スライド継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動手段
による最大の傾斜状態の傾斜角度の少なくとも半分の角度まで手動上昇させるスライドス
トロークを有する請求項１記載のベッドである。
【０００８】
　また請求項３記載の考案は、前記アクチュエータは、前記ベッド枠に水平軸周りに回動
自在に連結された本体部と、前記本体部から伸縮自在なロッド部と、前記本体部から前記
ロッド部を伸縮させる電動機とを含み、前記スライド継手は、前記ロッド部に設けられた
長孔と、前記アーム部に固着されるとともに前記長孔にスライド可能に挿入されたピンと
を含んで構成される請求項１又は２記載のベッドである。
【０００９】
　また請求項４記載の考案は、前記アクチュエータは、前記ベッド枠に水平軸周りに回動
自在に連結された本体部と、前記本体部から伸縮自在なロッド部と、前記本体部から前記
ロッド部を伸縮させる電動機とを含み、前記スライド継手は、前記アーム部に設けられた
長孔と、前記ロッド部に固着されるとともに前記長孔にスライド可能に挿入されたピンと
を含んで構成される請求項１又は２記載のベッドである。
【００１０】
　また請求項５記載の考案は、前記ベッド枠は、倒立Ｖ字状に折曲げ可能な一対のベッド
枠半体からなる請求項１乃至４の何れかに記載のベッドである。
【００１１】
　また請求項６記載の考案は、前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態での傾
斜角度が６０～８０度であり、前記宮板は、前記ベッド枠からの高さが２５０～４５０mm
である請求項１乃至５のいずれかに記載のベッドである。
【００１２】
　また請求項７記載の考案は、ベッド枠と、その上に載置された寝台とを有し、前記寝台
は、水平状態と該水平状態から起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を駆動手段により上
昇又は下降移動するリクライニング用の傾動部を含み、前記駆動手段は、前記傾動部の下
面に固着されたアーム部と、一端が該アーム部にかつ他端が前記ベッド枠にそれぞれ連結
された伸縮式のアクチュエータとからなり、しかも前記アーム部と前記アクチュエータと
は、前記下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力により、前記傾動部の下降移動を止める
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向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を介して連結されるとともに、該スライド
継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜角度の少なくと
も半分の角度まで手動上昇させるスライドストロークを有することを特徴とするベッドで
ある。
【００１３】
　また請求項８記載の考案は、前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態の８０
％以上まで手動上昇可能である請求項７記載のベッドである。
【００１４】
　また請求項９記載の考案は、前記アクチュエータは、前記ベッド枠に枢着された水平軸
周りに回動自在に連結された本体部と、前記本体部から伸縮自在なロッド部と、前記本体
部から前記ロッド部を伸縮させる電動機とを含み、前記スライド継手は、前記ロッド部に
設けられた長孔と、前記アーム部に固着されるとともに前記長孔にスライド可能に挿入さ
れたピンとを含んで構成される請求項７又は８記載のベッドである。
【００１５】
　また請求項１０記載の考案は、前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態での
傾斜角度が６０～８０度である請求項７に記載のベッドである。
【００１６】
　また請求項１１記載の考案は、ベッド枠と、その上に載置された寝台とを有し、前記寝
台は、水平状態と該水平状態から起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を駆動手段により
上昇又は下降移動するリクライニング用の傾動部を含み、前記駆動手段は、前記傾動部の
下面に固着されたアーム部と、一端が該アーム部にかつ他端が前記ベッド枠にそれぞれ連
結された伸縮式のアクチュエータとからなり、しかも前記ベッド枠と前記アクチュエータ
とは、前記下降移動時に該下降移動を妨げる抵抗力により、前記傾動部の下降移動を止め
る向きに連結位置をスライドさせるスライド継手を介して連結されるとともに、該スライ
ド継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜角度の少なく
とも半分の角度まで手動上昇させるスライドストロークを有することを特徴とするベッド
である。
【考案の効果】
【００１７】
　請求項１及び請求項７に係るベッドは、アーム部とアクチュエータとがスライド継手を
介して連結される。また、請求項１１に係るベッドは、ベッド枠とアクチュエータとがス
ライド継手を介して連結される。スライド継手は、傾動部の下降移動時に該下降移動を妨
げる抵抗力が生じた場合、傾動部の下降移動を止める向きに両部材の連結位置をスライド
させる。しかも、スライド継手は、傾動部を一定の位置まで手動上昇させるスライドスト
ロークを具えている。このようなスライド継手を具えたベッドは、例えば、傾動部の下降
移動を妨げる障害物が存在する状態でアクチュエータによる下降移動が継続されても、前
記抵抗力によって傾動部の下降移動を停止させ得る。そして、障害物には、傾動部の自重
のみの荷重が作用するため、障害物やベッドの破損、事故等を防止することができる他、
障害物を容易にベッド上から除去でき、ひいてはベッドの安全性を向上しうる。
【００１８】
　また、請求項２に係る考案では、前記スライド継手は、水平状態の傾動部を、前記駆動
手段による最大の傾斜状態の傾斜角度の少なくとも半分の角度まで手動上昇させるスライ
ドストロークを有するので、駆動手段が運転中であっても、傾動部と宮板との間、又は傾
動部とベッド枠との間に大きなスペースを設けて、これらの間に挟まった障害物を容易に
取り除くことが可能になる。
【００１９】
　また、請求項３、４又は９に係る考案では、簡単な構造でスライド継手を提供できる。
【００２０】
　また、請求項５に係る考案では、ベッドを折り畳んでコンパクトに収納することができ
る。
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【００２１】
　また、請求項６又は１０に係る考案では、前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾
斜状態での傾斜角度が６０～８０度と大きいため、寝台上の使用者に、読書や食事などに
適したリクライニング状態を提供できる。
【００２２】
　また、請求項６に係る考案では、宮板のベッド枠からの高さが２５０～４５０mmに設定
される。このような宮板を具えたベッドでは、傾動部が前記リクライニング状態のときに
例えばベッド枠上に位置する幼児の頸部が、該宮板の上縁付近に位置しやすいおそれがあ
る。従って、このようなベッドに本考案を適用することでその効果がより一層発揮される
。
【００２３】
　また、請求項８に係る考案では、前記傾動部は、前記駆動手段による最大の傾斜状態の
８０％以上まで手動上昇可能であるので、駆動手段が運転中であっても、傾動部とベッド
枠との間に大きなスペースを設けて、これらの間に挟まった障害物を容易に取り除くこと
が可能になる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本考案の実施の一形態が図面に基づき説明される。
　図１は、本実施形態のベッド１の分解斜視図、図２はその平面図、図３はそれを倒立Ｖ
字状に折曲げた状態の側面図がそれぞれ示される。
【００２５】
　本実施形態のベッド１は、その長手方向の一端側Ｓ１で垂直にのびる宮板１３が固着さ
れたベッド枠２と、該ベッド枠に載置された寝台３とを有する。ベッド枠２は、倒立Ｖ字
状に折曲げ可能な一対のベッド枠半体、即ち、一端側Ｓ１に配される第１のベッド枠２Ａ
と、他端側Ｓ２に配される第２のベッド枠２Ｂとから構成されている。なお、本実施形態
の宮板１３は板状体で形成されているが、これ以外にも金属製のパイプ材を矩形等に枠組
みした態様でも良い。図４に示されるように、宮板１３のベッド枠２からの高さｈｍは、
寝台上に就寝中の使用者の頭部の高さよりも大きいことが望ましく、通常、２３０mm以上
、より好ましくは２５０mm～４５０mm程度に設定される。
【００２６】
　第１、第２のベッド枠２Ａ、２Ｂは、例えば平面視で略コ字状ないし矩形状（本例では
コ字状）に折り曲げられた主枠５ａと、縦横にのびる補強材５ｂとを一体に固着して形成
される。そして、本実施形態のベッド１は、通常、宮板１３側の第１のベッド枠２Ａ側に
就寝者の上半身が、第２のベッド枠２Ｂ側に下半身が夫々載置されて用いられる。
【００２７】
　第１のベッド枠２Ａの一端側Ｓ１の端部には、そのベッド幅方向両側に第１の脚部材７
が設けられる。第１の脚部材７は、本例では逆Ｔ字状をなす脚フレーム７ａと、その下部
に取り付けられたキャスター車輪７ｂとから構成される。また、第２のベッド枠２Ａの他
端側Ｓ２の端部のベッド幅方向両側には、第２の脚部材８、８が設けられる。第２の脚部
材８は、本例では、第２のベッド枠２Ｂから下方にのびる脚フレーム８ａと、その下部に
取り付けられたキャスター車輪８ｂとから構成される。これらの第１、第２の脚部材７、
８によって、ベッド１を円滑に移動させることができる。さらに、第２のベッド枠２Ｂの
他端側Ｓ２のベッド幅方向中央には、例えば補助ローラ３７を設けることができる。補助
ローラ３７は、ベッド枠２を倒立Ｖ字状に折曲げる際などに、第２のベッド枠２Ｂを床面
に安定して支持させるのに役立つ。
【００２８】
　ベッド枠２は、第１のベッド枠２Ａの他端側Ｓ２の端部と、第２のベッド枠２Ｂの一端
側Ｓ１の端部とを、ベッド幅方向両側に設けられた継ぎ材１１によって回動可能に枢着さ
れる。また、一対の継ぎ材１１は、ベッド幅方向ののびる連結材１２によって一体に固着
される。さらに、連結材１２には、水平状態で床面と接地する中間支脚部９が固着される
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。これにより、第１、第２の脚部材７、８及び中間支脚部９でベッド荷重を支持でき、使
用時の安定性を高める。また、中間支脚部９、９間には、ベッド幅方向中央でベッド上方
に向かって山型に折れ曲がる補強材１６が架け渡される。
【００２９】
　第１のベッド枠２Ａと中間支脚部９との間、及び第２のベッド枠２Ｂと中間支脚部９と
の間に、例えば引張バネ１５を架設される。このような引張バネ１５は、ベッド枠２を倒
立Ｖ字状に折曲げる際の操作力を軽減し、展開時の衝撃を緩和するのに役立つ。
【００３０】
　寝台３は、第１のベッド枠２Ａに載置される第１の寝台３Ａと、第２のベッド枠２Ｂに
載置される第２の寝台３Ｂとから構成される。寝台３のベッド幅方向の長さは、例えばベ
ッド枠２のそれよりも大きく形成される。また、各寝台３は、寝台枠４と、該寝台枠４に
載置される例えばマットレス１４とから構成される。寝台枠４は、例えばパイプ材等を矩
形状に結合した枠体４ａと、この枠体４ａが囲む空所に配された金網状の下張り材４ｂと
、ベッド１の縦横方向にのびる補強材４ｃとから形成される。
【００３１】
　第１の寝台３Ａは、一端側Ｓ１、すなわち宮板１３側に配されかつ傾動可能な傾動部３
Ａ１と、非傾動の固定部３Ａ２とを含む。傾動部３Ａ１と固定部３Ａ２とは、ピン等の連
結具６を用いて回動自在に連結される。また、固定部３Ａ２は、第１のベッド枠２Ａの他
端側Ｓ２にボルトなどを用いて固定される。また第２の寝台３Ｂは、第２のベッド枠２Ｂ
に同様の方法で固着される。傾動部３Ａ１は、ベッド枠２に固着されておらず、該ベッド
枠２と略平行で水平となる水平状態と、該水平状態から傾動部３Ａ１を宮板１３よりも高
い位置に起き上げて傾斜させた傾斜状態との間を、駆動手段２１によって上昇又は下降移
動可能に設けられる。
【００３２】
　図４に示されるように、本実施形態の駆動手段２１は、傾動部３Ａ１の下面に固着され
たアーム部２２と、一端が該アーム部２２にかつ他端がベッド枠２にそれぞれ連結された
伸縮式のアクチュエータ２６とから構成される。
【００３３】
　傾動部３Ａ１の水平状態において、前記アーム部２２は、傾動部３Ａ１の下面にボルト
等によって固着される基部２２ａと、該基部２２ａから、下方かつ連結具６を他端側Ｓ２
に超えるように斜めにのびる一対のフランジ片２２ｂ、２２ｂ（図５参照）とを一体に具
えて形成される。また、フランジ片２２ｂ、２２ｂの下端側には、ベッド幅方向に貫通す
る孔部２２ｃ、２２ｃが設けられる。
【００３４】
　前記アクチュエータ２６は、ベッド枠２に連結された本体部２６Ａと、本体部２６Ａか
ら伸び縮み自在なロッド部２６Ｂと、該本体部２６Ａから該ロッド部２６Ｂを伸び縮みさ
せる電動機２６Ｃとを含んで構成される。本体部２６Ａは、ロッド部２６Ｂを格納する筒
状部２６Ａ１と、該筒状部２６Ａ１の一端側Ｓ１に設けられ、かつ第１のベッド枠２Ａの
補強材５ｂにベッド幅方向の水平軸周りに回動自在に枢着されたヒンジ部２６Ａ２とから
形成される。また、ロッド部２６Ｂは、電動機２６Ｃの正・逆転により、本体部２６Ａか
ら伸び縮みできる。本実施形態のアクチュエータ２６としては、例えば、電動式シリンダ
等が好適に採用される。
【００３５】
　前記アーム部２２とアクチュエータ２６とは、連結位置がスライドしうるスライド継手
３１を介して連結される。この実施形態において、スライド継手３１は、アクチュエータ
２６のロッド部２６Ｂに設けられた長孔Ｈａと、アーム部２２に固着されるとともに長孔
Ｈａにスライド可能に挿入されたピン２５とによって形成される。なお、スライド継手３
１における前記連結位置は、側面視における前記ピン２５の中心によって代表される。
【００３６】
　図５に示されるように、長孔Ｈａは、ロッド部２６Ｂをベッド幅方向に貫通してかつロ
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ッド部２６Ｂの長手方向に沿ってのびている。ただし、長孔Ｈａは、貫通孔でなくても有
底の溝状でも良いのは言うまでもない。本実施形態において、長孔Ｈａのベッド幅方向両
外側には、フランジ片２２ｂ、２２ｂが配されるとともに、その孔部２２ｃ、２２ｃ及び
長孔Ｈａに前記ピン２５が挿入される。即ち、ピン２５は、孔部２２ｃの一方から挿入さ
れ、長孔Ｈａ、他方の孔部２２ｃへと貫通してのびている。なお、ピン２５の外径は、長
孔Ｈａの長手方向に対し垂直に向く幅Ｌｗよりも小で形成されるのは言うまでもない。ま
た、ピン２５の他端には、ワッシャ２８を介してその外周面に設けられた溝部２５ａにス
ピードナットなどの止め輪２９が挟着されている。このようなスライド継手３１は、アー
ム部２２とアクチュエータ２６とを回り対偶及びすべり対偶として連結しうる。
【００３７】
　次に、図６に基づき本実施形態のベッド１の作用について述べる。
　図６（ａ）は、傾動部３１を水平状態としたベッド１の側面図を示す。例えばリモコン
（図示せず）等を操作してアクチュエータ２６の電動機２６Ｃを例えば正転させることに
より、図６（ｂ）に示されるように、そのロッド部２６Ｂを縮小させ得る。これにより、
ピン２５は、長孔Ｈａの他端側Ｓ２の端部に当接しながら一端側Ｓ１へと引っ張られ、ア
ーム部２２及び傾動部３Ａ１は、図において連結具６を中心として反時計回りに回動する
。これにより、傾動部３Ａ１は、水平状態から傾斜状態へと上昇移動できる。そして、図
６（ｃ）に示されるように、傾動部３Ａ１は、ロッド部２６Ｂが最も縮んだ時に最大の傾
斜状態（以下、このような状態を「駆動手段による最大の傾斜状態」と呼ぶ。）となる。
特に限定はされないが、傾動部３１の最大の傾斜角は、好ましくは５０度以上、より好ま
しくは６０～８０度（本実施形態では約７０度）が望ましい。なお、傾動部３Ａ１の傾斜
状態では、傾動部３Ａ１の荷重は、長孔Ｈａの他端側Ｓ２の端面で支持される。
【００３８】
　また、リモコン等を操作し電動機２６Ｃを逆転することより、ロッド部２６Ｂを伸ばす
ことができる。このためピン２５は、傾動部３Ａ１の自重によって長孔Ｈａの他端側Ｓ２
の端部に当接しながらロッド部２６Ｂとともに他端側Ｓ２へと移動する。これにより、ア
ーム部２２及び傾動部３Ａ１は、図において連結具６を中心とした時計回りに回動し、傾
動部３Ａ１は、水平状態（図６（ａ））となる。なお、ピン２５は、下降移動中において
も、傾動部３Ａ１の自重によって、通常、長孔Ｈａの他端側Ｓ２の端面に当接して支持さ
れている。
【００３９】
　さらに図７（ａ）、（ｂ）に示されるように、傾動部３Ａ１の下降移動時、ベッド枠２
上に何らかの障害物Ｔが存在する場合、傾動部３Ａ１はこれに接触し、その下降移動を妨
げる抵抗力Ｋを受ける。本実施形態のスライド継手３１は、下降移動時にこのような抵抗
力Ｋを受けることにより、図７（ｃ）に示されるように、傾動部３Ａ１の下降移動を止め
る向き、即ち、アーム部２２とアクチュエータ２６との連結位置であるピン２５を長孔Ｈ
ａに沿って一端側Ｓ１へとスライドさせる。このため、アーム部２２は、ロッド部２６Ｂ
からの駆動力を実質的に受けない。つまり、障害物Ｔには、実質的に傾動部３Ａ１の自重
のみが作用することになるので、傾動部３Ａ１と宮板１３の上縁との間で、障害物Ｔがロ
ッド部２６Ｂの大きな駆動力で圧縮されるのを防止できる。従って、障害物Ｔやベッドの
破損等が抑制でき、ひいては、ベッドの安全性を向上しうる。また、傾動部３Ａ１と宮板
１３との間に挟まれた障害物Ｔは、そこから軽微な力で取り外すことが可能になる。
【００４０】
　さらに、スライド継手３１は、図８（ａ）、（ｂ）に示されるように、傾動部３Ａ１を
水平状態から傾動状態への手動上昇を可能にするとともに、傾動部３Ａ１を、水平状態か
ら宮板１３の上縁よりも高い位置まで手動上昇させるスライドストロークＬｎを有する。
即ち、アクチュエータ２６を使用せず、人間の手指によって水平状態の傾動部３Ａ１を持
ち上げることができる。この際、傾動部３Ａ１は、図において連結具６を中心として反時
計回りに回動するので、ピン２５は、ロッド部２６Ｂの長孔Ｈａを一端側Ｓ１へとスライ
ドする。また、アクチュエータ２６は、微小角傾動してこのような動きを許容する。
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【００４１】
　そして、長孔Ｈａの長さ、即ちピン２５のスライドストロークＬｎを十分に確保するこ
とにより、アクチュエータ２６との連結を維持したまま、傾動部３Ａ１を、宮板１３の上
縁よりも高い位置（図８のように、傾動部３Ａ１の下面かつ一端側Ｓ１の端縁ｅの高さｈ
２が宮板１３の上縁の高さｈ１よりも大となる位置）まで手動で持ち上げできる。このス
ライドストロークは、アーム部２２及びアクチュエータ２６などのリンク寸法の比に応じ
て、上述の手動上昇を実現する長さに適宜定められる。本実施形態では、スライドストロ
ークが約７５mmに設定されており、これにより、傾動部３Ａ１は、水平状態から約６０度
の角度まで手動上昇可能である。これは、駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜角度の約
８６％になる。また、本実施形態ベッド１では、傾動部３Ａ１は、駆動手段による最大の
傾斜状態から、さらに約２０度の手動上昇が可能に構成されている。
【００４２】
　また、手動による傾動部３Ａ１の最大持ち上げ状態において、傾動部３Ａ１の端縁と宮
板１３の上縁との間の最短距離Ｗは、好ましくは２０mm以上が望ましい。これにより、下
降移動時、アクチュエータ２６のロッド部２６Ｂを最大に伸ばしたときでも、傾動部３Ａ
１と宮板１３との間に挟まれた障害物Ｔが強く圧縮されるのを防ぎ、該障害物Ｔを円滑に
そこから取り除きうる点で望ましい。
【００４３】
　また、ベッド１に宮板１３が設けられてない場合でも、傾動部３Ａ１とベッド枠２との
間に障害物が挟まれることも考えられる。従って、このような場合には、水平状態の傾動
部３Ａ１を、駆動手段による最大の傾斜状態の傾斜角度の少なくとも半分、より好ましく
は６０％以上、さらに好ましくは８０％以上の角度まで手動上昇できるようなスライドス
トロークをスライド継手３１に設けることが良い。とりわけ、傾動部３Ａ１を、その最大
の傾斜状態まで手動上昇可能にスライドストロークＬｎを設定することもできる。このよ
うな大きなスライドストロークを具えることにより、傾動部３Ａ１とベッド枠２との間に
挟まれた障害物の自力又は他力脱出が容易に行える。
【００４４】
　図９には、本考案の他の実施形態のスライド継手３１が示される。このスライド継手３
１は、アーム部２２に設けられた長孔Ｈｂと、ロッド部２６Ｂに固着されかつ前記長孔Ｈ
ｂにスライド可能に挿入されたピン２５とによって構成される。つまり、前記実施形態と
は、長孔Ｈａとピン２５の位置が逆になっている。長孔Ｈｂは、フランジ片２２ｂをベッ
ド幅方向に貫通し、かつフランジ片２２ｂ、２２ｂの長手方向にのびて形成される。ロッ
ド部２６Ｂは、例えば他端側Ｓ２の端部にスリット部（図示省略）が設けられ、アーム部
２２は、このスリット部に挿入されて前記ピン２５で連結される。また、ロッド部２６Ｂ
の両側面にベッド幅方向に突出するピンを設け、ロッド部２６Ｂの両側に一対のフランジ
片２２ｂを配しても良い。
【００４５】
　図１０（ａ）、（ｂ）に示されるように、このようなスライド継手３１も前記実施形態
と同様の作用を奏しうる。即ち、傾動部３Ａ１の下降移動中に抵抗力Ｋが作用した場合、
アクチュエータ２６のロッド部２６Ｂが伸張しても、該アクチュエータ２６の傾動と、ピ
ン２５の長孔Ｈｂの基部２２ａ側から下方側へ向かうスライドとにより、アーム部２２は
、実質的にロッド部２６Ｂの力を受けない。このため、障害物Ｔは、傾動部３Ａ１の自重
のみの荷重を受けるので、容易に宮板１３と傾動部３Ａ１との間から取り除くことができ
る。
【００４６】
　図１１には、スライド継手３１のさらに他の実施形態が示される。このスライド継手３
１は、例えばロッド部２６Ｂの他端側Ｓ２で鍔上に突出した第１のフランジ部３３ａと、
該第１のフランジ部３３ａから一端側Ｓ１に離間した第２のフランジ部３３ｂと、第１、
第２のフランジ部３３ａ、３３ｂ間のロッド部分に摺動自在に配された軸受部３５とを含
んで構成される。第１のフランジ部３３ａは、ロッド部２６Ｂの他端側Ｓ２の端部に溶接
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やボルトなどによって固着される。他方、第２のフランジ部３３ｂは、ロッド部２６Ｂの
外面に設けられた孔にノックピン３４等を差し込むことによって固定される。なお、ロッ
ド部２６Ｂの外面に複数の孔を設けることにより、第２のフランジ部３３ｂを任意の位置
に固定することができ、ひいてはスライド継手３１のスライドストロークＬｎを容易に調
整できる。
【００４７】
　軸受部３５は、ロッド部２６Ｂに沿って摺動する摺動面３５ｃを有する基体３５ａと、
該基体３５ａのベッド幅方向両端面から幅方向に突出した軸部３５ｂ、３５ｂとを含む。
そして、軸部３５ｂ、３５ｂには、フランジ片２２ｂ、２２ｂの端部に設けられた孔部２
２ｃ、２２ｃが回動自在に挿入される。これにより、フランジ片２２ｂ、２２ｂは、軸受
部３５とベッド幅方向の水平軸周りに回動自在に連結されるとともに、ロッド部２６Ｂに
沿ってスライドできる（回り対偶及び滑り対偶）。このようなスライド継手３１によって
も、傾動部３Ａ１の下降移動時に抵抗力が作用した場合、前記と同様の作用を得ることが
できる。なお、摺動面３５ｃには、必要に応じて、リニアブッシュ等の直線運動機構を設
けてもよい。
【００４８】
　図１２（ａ）には、さらに他の実施形態のスライド継手が示される。この実施形態では
、ベッド枠２とアクチュエータ２６とがスライド継手３２を介して連結されている。この
ように、スライド継手３２は、種々の位置に採用できる。本実施形態のスライド継手３２
は、ベッド枠２に設けられた長孔Ｈｃと、本体部２６Ａに固着されるとともに前記長孔Ｈ
ｃにスライド可能に挿入されたピン３８と、該ピン３８が取り付けられかつアクチュエー
タ２６のヒンジ部２６Ａ２と回動自在に固着されたブラケット４０とを含んで構成される
。
【００４９】
　前記長孔Ｈｃは、第１のベッド枠２Ａの補強材５ｂに、ベッド長手方向にのびるものと
して形成される。また、ブラケット４０は、例えば補強材５ｂの両側に配された一対から
なる。また、ブラケット４０にはピン３８が２本並設されることにより、該ブラケット４
０は長孔Ｈｃに沿ったスライド移動のみ許容される。さらに、ブラケット４０には、アク
チュエータ２６のヒンジ部２６Ａ２が回動可能に連結されている。従って、アクチュエー
タ２６のロッド部２６Ｂを縮め傾動部３Ａ１を上昇移動及び下降移動させる際には、他端
側Ｓ２に設けられたピン３８が、長孔Ｈｃの他端側Ｓ２の端面に当接する。他方、傾動部
３Ａ１の下降移動中に抵抗力Ｋが作用した場合には、図１２（ｂ）に示されるように、ブ
ラケット４０が一端側Ｓ１にスライドし、傾動部３Ａ１の下降移動を停止させ得る。なお
、スライド継手３２のスライドストロークは、長孔Ｈｃの長さを変えることで種々設定で
き、前記各実施形態と同様の作用を発揮することができる。
【００５０】
　なお、図１３に示されるように、第１のベッド枠２Ａのベッド幅方向の一方側又は両側
に、パイプ材等を折り曲げることによりベッド枠２よりも上方へ突出形成されたグリップ
１７を具えたベッド１がある。このようなグリップ１７は、ベッド１に開放感を与えるた
めに、側板等で側面を覆うことなく、パイプ材等で囲まれた空所ｉがそのまま残されてい
る。
【００５１】
　しかし、例えば図１３（ａ）に破線で示されるように、該空所ｉを通りかつベッド幅方
向に横切ってのびる障害物Ｔが存在する場合、傾斜状態の傾動部３Ａ１を下降移動させる
と、障害物Ｔが、グリップ１７（特にヘアピン状の湾曲部１７ａ）と傾動部３Ａ１との間
でせん断されるおそれがある。従って、側面が解放されているグリップ１７を有するベッ
ド１では、図１３（ｂ）に示されるように、傾動部３Ａ１を水平状態から傾斜状態へ手動
上昇させる際、傾動部３Ａ１の下面とグリップ１７との間に１０mm以上、より好ましくは
１５mm以上、さらに好ましくは２０mm以上の距離Ｌｍ（傾動部３Ａ１の下面から直角方向
に測定される）を有する空間が形成される高さまで手動上昇させうることが好ましい。こ
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該障害物Ｔを円滑に除去しうる。
【００５２】
　以上、本考案の特に好ましい形態について詳述したが、本考案は図示の実施形態に限定
されることなく、種々の態様に変形して実施し得る。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本考案のベッド１の分解斜視図である。
【図２】その平面図である。
【図３】ベッドを倒立Ｖ字状に折曲げた状態の側面図である。
【図４】駆動手段を説明する部分断面図である。
【図５】スライド継手を説明する分解斜視図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、傾動部の上昇・下降移動を説明する部分断面図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、傾動部の下降移動時にベッド枠上に障害物が存在する状態を
示す部分断面図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は、傾動部を手動上昇させた状態を示す部分断面図である。
【図９】スライド継手の他の実施形態を示す部分断面図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は、そのスライド継手の作用を説明する部分断面図である。
【図１１】スライド継手のさらに他の実施形態を示す部分斜視図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は、そのスライド継手の作用を説明する部分断面図である。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は、グリップが取付けられたベッドにおいてスライド継手が
スライドする状態を示す部分断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は、従来のベッドにおいて傾動部が下降移動した状態示す部分
断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１　ベッド
２　ベッド枠
３　寝台
３Ａ１　傾動部
１３　宮板

２１　駆動手段
２２　アーム部
２６　アクチュエータ
３１、３２　スライド継手
Ｌｎ　スライドストローク
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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